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令和７年度企業誘致推進のための情報発信事業業務委託に係る 

提案競技実施要領 

 

1 名称 

令和７年度企業誘致推進のための情報発信事業業務委託 

 

2 目的 

昨今の企業における働き方改革による本社機能の地方分散の動き及び本市内都心部における大型

ビルの新規供給に伴う企業の受け皿増加という機会を活かし、福岡市では知識創造型産業の大規模

開発拠点の設置や本社機能の移転及び国際金融機能等、雇用創出効果が高い企業立地の集積を目

指しています。これまで、福岡市では、1１年連続で５０社以上の企業立地が実現するなど、着実な成果

を上げています。 

本事業では、誘致活動の後押しとして、福岡市の魅力及び特性等に関する認知度の向上等を図り、

企業の福岡市への進出検討確度を高めることを目的にした効果的な情報発信を実施します。 

 

3 実施期間 

契約締結の日から令和８年３月３１日まで 

 

4 総事業費 

6,000千円（上限額、消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

5 委託内容 

福岡市の魅力及び特性等に関する認知度の向上等を図るとともに、企業の進出検討確度を高めるこ

とに資する情報発信業務。 

 

6 提案内容 

   本事業では、取材記事を活用した情報発信を想定しており、事業提案書には以下の項目を記載して 

ください。 

（１） 福岡市の魅力及び特性等の認知度向上に効果的な取材の切り口・テーマ 

（２） 想定する取材対象 

(3) 情報発信に利用する媒体 

(4) 記事本数および掲載スケジュール 

(５) 業務推進体制、作業スケジュール 

(６) この委託で制作される物に係る著作権等の帰属先及び2次利用条件など 

※ただし、上記以外で企業誘致推進のための情報発信により効果的な手法・アイデアがありましたら、積極
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的にご提案ください。 

 

7 特記事項 

(1) 「5 委託内容」を実施するために必要な経費は、すべて「4 総事業費」に含まれるものとして見積

書に記載してください。 

(2) 制作に当たって利用する音楽や人物等の著作権や肖像権等の権利関係に関することは、提案者

において処理することを前提に提案してください。 

(3) 1事業者1提案とし、複数の提案は認めません。 

 

8 この提案競技に参加する者に必要な資格 

次の各号に掲げる資格（以下「参加資格」という。）を有する者でなければ、この提案競技に参加する

ことができない。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者でないこと。 

（２） この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、この提案競

技の終了を宣言した日）までの間に、本市から福岡市競争入札参加停止等措置要領（以下「措置要

領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている期間がある者でないこ

と。 

  ※措置要領が掲示されているホームページアドレス 

http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html 

（３） この提案募集の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、この提案競

技の終了を宣言した日）までの間に、措置要領別表第１、第２及び第３の各号に規定する措置要件に

該当しない者であること。 

（４） 市町村税を滞納していない者であること。 

（５） 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

（６） 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更正手続開始の決定がんなさ 

れ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て 

がなされている者を除く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法 

に基づく特別精算措置開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けて 

いる者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

 ※なお、最優秀提案者に選出された場合であっても契約締結までの間に、措置要領別表第１、第２及 

び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合又は本市に提出した書類又は電子ファイルに虚 

偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判明した場合は、契約の相手 

方としないことがある。 
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9 スケジュール 

(１) 説明会  令和7年4月18日（金）１6時00分 

(2) 質問締切 令和7年4月28日（月）17時00分 

(3) 申込締切 令和7年4月30日（水）17時00分 

(4) 提案締切 令和7年5月12日（月）12時00分 

(5) プレゼンテーション 令和7年5月14日（水）（予定） 

(6) 事業者決定 令和7年5月16日（金）（予定） 

(7) 契約締結 令和7年5月20日（火）（予定） 

 

10 説明会 

下記のとおり、提案競技の説明会を行います。説明会へ参加を希望される場合は、令和7年4月16

日（水）17 時までに「説明会参加申込書（様式１）」を本実施要領「２０ 問い合わせ先・書類提出先」宛に

Ｅメールで送付してください。 

説明会不参加でも提案競技への参加は可能ですが、説明会では資料を用いて説明する場合があり

ます。 

(1) 日時 令和7年4月18日（金） １6時00分～（３0分程度を予定） 

(2) 方法 ＷＥＢ会議ツール（Ｚｏｏｍ等）を用いたオンライン開催 

※17 日（木）17 時までに説明会参加希望事業者へ、該当 URL 等を通知します。また、説明会参加

時にＷＥＢ会議ツール上で表示するアカウント名については、本市が事前にＥメールでお知らせす

る社名（Ａ社、Ｂ社など）にてご参加いただきますよう、お願い致します。 

 

11 質疑 

提案を行うにあたり疑義が生じた場合は、令和 7 年 4 月 28 日（月）17 時までに提案競技質問書

（様式２）に記載の上、本実施要領「２０ 問い合わせ先・書類提出先」宛に E メールで照会し、質問書を

提出した旨を電話で連絡してください。 

質問に対する回答は、受付後 2 営業日以内にすべての事業者様に E メールにてお知らせいたしま

す。 

 

12 参加申込 

提案競技への参加を希望される場合は、「8 この提案競技に参加する者に必要な資格」を確認し、

下記のとおり参加申込書を提出してください。参加申込書が提出された順番に審査（プレゼンテーショ

ン）を実施します。 

(1) 提出期限・提出方法 

① 令和7年4月30日（水）17時までに郵送（必着）または持参してください。 

  ② 郵送の場合は、特定記録または簡易書留により郵送してください。 
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(2) 提出書類 

① 提案競技参加申込書（様式３） 

② 会社概要（事業概要が分かるパンフレット、又はホームページの写し等でも可） 

③ 登記事項証明書 

   法務局発行の現在事項全部証明書を提出すること（履歴事項全部証明書でも可）。 

④ 市町村税を滞納していないことの証明書 

福岡市内に本店又は支店・営業所等を有する者については、福岡市発行の納税証明のうち 「市

税に係る徴収金(本税及び延滞金等)に滞納がないことの証明」がなされているものを提出するこ

と。 

上記以外の者については、本店所在地市区町村発行の証明書で、直近２年分の市町村税の滞

納がないことが確認できるものを提出すること。 

⑤ 消費税及び地方消費税を滞納していないことの証明 

本社所在地の所轄の税務署発行の証明書を提出すること。証明書の種類は「納税証明書（その

３）」を選択すること（「その３の２」「その３の３」でも可とする）。 

⑥ 委任状（様式４） 

この提案競技の案件に係る本市との取引を代理人（支店長、営業所長等）に行わせる場合は、様

式４により委任状を作成して提出すること。 

⑦ 誓約書（様式５） 

様式５に、代表者の所在地、商号又は名称、代表者役職名、氏名を記入し、印鑑は実印を使用す

ること。 

⑧ 役員名簿（様式６） 

様式６に、代表者及び役員（⑥の委任状を提出する場合は代理人（支店長、営業所長等）を含む。）

の氏名、フリガナ、生年月日を記入すること。この情報は、福岡市の事務事業から暴力団を排除す

るために、福岡県警察本部へ照会することに使用する。 

役員とは、株式会社、有限会社の取締役、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、公益法人、

協同組合、漁協組合の理事をいう。（監査役、監事、事務局長は含まない。） 

⑨ 直近の決算２年分の財務諸表の写し 

法人の場合は、直近決算２年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の写しを提

出すること。 

【注意事項】 

③から⑤については、提出日から３ヵ月以内に発行された原本をご提出ください。 

「福岡市・水道局・交通局競争入札有資格者名簿」又は「福岡市・水道局・交通局特定調達契約等に係

る競争入札有資格者名簿」に登載されている者であり、当該登載の有効期間内にこの提案募集の募集

開始日又は提案競技参加申請期限日が含まれている者にあっては、③～⑨の提出は不要です。 

(3) 提出部数 各１部 
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13 事業提案書等の提出について 

(1) 提出期限・提出方法 

令和7年5月12日（月）12時までに、実施要領「２０ 問い合わせ先・書類提出先」宛てに郵送（必

着）または持参してください。 

※郵送の場合は、特定記録または簡易書留により郵送してください。 

(2) 提出書類 

書類は、下記①～②を一つにまとめて提出してください。また、全体にわたって参加事業者名が

分からないようにしてください。 

①  事業提案書 

・書式は自由、A4又はA3サイズ、横書き、10ページ以内（表紙除く） 

・表紙には、市が事前にＥメールでお知らせする社名（A 社、B 社など）を右上に記載してください。 

・ページ数を記入してください。 

・プレゼンテーションの際に使用する資料と同じ物を提出して下さい。 

② 見積書（事業者名、押印なし） 

(3) 提出部数 

８部 

※ 見積書については、この８部とは別に、事業者名を記載し、代表者印を押印したものを1部提出

してください。 

（４）参加辞退 

    参加申込後、参加を辞退する場合は、令和7 年5 月9 日（金）12 時までに参加辞退届（様式７）を

Eメールで提出してください。 

 

14 選考 

(1) プレゼンテーション 

事業提案書等の提出があった事業者を対象にプレゼンテーション及び質疑を行います。プレゼン

テーションは、契約を締結した場合に当該事業を主に担当する方が行ってください。 

なお、プレゼンテーションの詳細な日時等は、対象事業者にEメールで通知します。 

① 日程 令和7年5月14日（水）予定 

② 場所 福岡市役所内会議室 

③ 説明 時間は25分（説明15分･質疑応答10分）予定、出席者は 1事業者3名まででお願いし

ます。 

④ 審議 市が設置する選考委員会で提案の内容を審議し、最も優秀な案を選考します。 

⑤ 決定通知 令和7年5月16日（金）18時までにEメールによる文書で連絡する予定です。 
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(2) 評価基準・方法 

提案項目 評価事項 配点 

１ 事業内容・企画に関

する評価 

福岡市の魅力及び特性等の認知度向上に効果的な取材

の切り口・テーマとなっているか。 
3０ 

福岡市の魅力及び特性等の発信に適した取材対象とな

っているか。また実現可能性はあるか。 
２０ 

福岡市が誘致に注力する企業・業界に届く媒体を活用し

た広報手法となっているか。 
２０ 

効果が期待される記事の本数・掲載スケジュールとなっ

ているか。 
15 

２ 実現可能性に関する

評価 

業務を確実かつ円滑に遂行する人員体制が確保されて

いるか。 
10 

3 費用について 
事業を実施するに際して、適切な費用対効果となってい

るか。 
5 

 

15 提出書類の取扱い 

(1) 提案書類提出後の内容の変更は認めません。ただし、明らかな誤字・脱字等の場合はこの限りで

はありません。 

(2) 提出書類は返却しません。なお、提出書類は、契約に至った場合に使用するほかは、提案審査以

外の目的で提案者に無断で使用することはありません。 

(3) 提出書類は、提案審査の事務に必要な場合複製することがあります。 

(4) 選定された提案は、福岡市との協議により、内容の変更を求めることがあります。 

 

16 失格要件 

条件を満たさない提案を行った場合、提出書類に虚偽があった場合、選定委員等に対する不正な行

為が認められた場合、または事業推進に必要な手続きを行わない場合は、失格とすることがあります。 

 

17 契約 

選考委員会での選考に基づき、福岡市は最も優秀と認められる提案を決定し、当該提案を行った参

加事業者と提案内容をもとに最終的な仕様等を決める協議を行い、業務委託契約手続きを行います。 

なお、契約締結に至らない場合は、次点の者と業務委託契約手続きを行います。 

 

18 その他留意事項 

(1) 提案にかかる費用は、参加事業者が負担するものとします。 



7 / 7 

(2) 審査結果に関する質問には回答しません。 

(3) この資料を、他の目的のために使用することは禁止します。 

 

19 添付資料 

（様式１）説明会参加申込書 

（様式２）提案競技質問書 

（様式３）提案競技参加申込書 

（様式４）委任状 

（様式５）誓約書 

（様式６）役員名簿 

（様式７）参加辞退届 

 

20 問い合わせ先・書類提出先 

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所14階 

福岡市経済観光文化局企業誘致課 担当：西、埜口（のぐち） 

電話：０９２－７１１－４849 ＦＡＸ：０９２－７３３－５901 

Ｅメール：invest@city.fukuoka.lg.jp 


